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（ 公 印 省 略 ） 

 
令和 3 年度千葉県単位民児協会長研修会の開催について（通知） 

 
平素は、当協議会の運営及び民生委員児童委員活動の推進につきまして、格段の

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、このたび当協議会では、標記研修会を下記により実施いたしますので、ご

多忙中大変恐縮ですが、対象者様の参加についてお取りまとめくださいますようお

願い申し上げます。 
 なお、研修会開催にあたっては令和 2 年 8 月 17 日付け千民児協第 54 号にてお

送りいたしました「研修会等における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

ン」に準じて執り行いますが、参加者の皆様におかれましても下記のとおりご留意

いただきたい旨、ご周知くださいますよう併せてお願い申し上げます。 
 

記 
１．開催内容 
   別紙１「令和 3 年度千葉県単位民児協会長研修会開催要領」のとおり 
 
２．対 象 者 
   全ての単位民児協会長 
 
３．ご参加の皆様へ感染症拡大予防のためのお願い  

・別紙②（参加者の皆さまへ）「研修会の参加に際してのお願い」に同意いた 
だける方に研修会のご参加をお願いします。（マスク着用、ゴミ持ち帰り等） 

  ・会場では、当日配布いたします「受講者確認票」に氏名と座席番号をご本人様

に書いてご提出いただきますので、筆記用具をご持参ください。 
・人権への配慮として、研修会の参加可否については、各委員の自主的な判断 

を尊重するようご配慮ください。 
  ・会場内はエアコンの使用と併せて適宜換気を行います。参加者は上着等で調 

整をお願いします。 
 



 
 
４．参加申し込み方法 
  別紙２「令和 3 年度千葉県単位民児協会長研修会参加・不参加 報告書」により、 
  令和３年６月３０日（水）必着で、メールにてご報告ください。 
  なお、報告は任意ですが、当会事業の今後の参考のため、個々のご自宅のイン 

ターネットによる動画視聴の可否を、同申込書を用いてご教示ください。 
 

※恐れ入りますが、今回ご参加がない場合も、ご提出願います。 
また、申込以降、事前にご欠席が判明した場合（研修会当日含む）、 
お申し込み人数の大多数でない限り、今回当会への連絡は不要です。 
当日参加者に氏名と座席番号を記入してご提出いただく「受講者確認 
票」をもって、出欠をとらせていただきます。 

 
 
５．その他 

・参加者の交通費については地元でご負担願います。 
・来場の際は、公共交通機関をご利用ください。恐れ入りますが、やむを得ず 

自家用車等で来場する場合は、各自駐車場の手配をお願いいたします。 
  ・今後の感染拡大状況等によっては変更・延期等する場合があります。当日の

開催可否の判断は、当日午前 10 時頃に当会ホームページへ掲載予定です。 
  ・令和 2 年 8 月 17 日付け千民児協第 54 号にて郵送させていただきました「研

修会等における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は、当会ホ

ームページに掲載しており、ダウンロードも可能です。 
 

６．個人情報の取り扱い 

    本研修会の開催にあたって取得した個人情報については、当会が定める

「個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）」に基づき適正に取

り扱い、適切な管理を行います。また、本会の運営に関する業務以外の目的

には使用いたしません。 

 

 

お問い合わせ・提出先 

 公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会（担当：笠井） 
〒260－0026 千葉市中央区千葉港 4－3 県社会福祉センター内 
TEL：043－246－6011  FAX：043－248－0084 
e-mail：info@chiba-minkyo.or.jp 

 
 
 



 

別紙１ 

 

令和 3 年度千葉県単位民児協会長研修会開催要領 

 
 

１ 趣  旨   民生委員・児童委員個々の活動を支えるため、単位民児協が組

織として機能することが重要です。 
         本研修会は、民児協をリードする立場の会長が地域で充実した

民児協活動を実践するために必要な知識・技術の習熟をとおして

指導的能力を高め、地域社会の福祉の向上に資することを目的に

開催いたします。 
 
２ 主  催  千葉県、船橋市、柏市 
 
３ 実施機関  公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 
 
４ 日  時  令和３年７月７日（水） 

午後１時００分から午後３時２０分まで 
 
５ 場  所  千葉市民会館 大ホール（通常定員：1,001 名） 
         千葉市中央区要町１－１ TEL：０４３－２２４－２４３１ 
 
６ 対 象 者  単位民生委員児童委員協議会 会長（330 名） 
 
７ 日  程 
    

受  付  （12：30～13：00） 
 
 （１） 開  会  （13：00）                 
 
（２） 挨  拶  千葉県民生委員児童委員協議会会長 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課長 
 
（３） 講  義   テーマ「地域共生社会の推進と民生委員・児童委員活動（仮）」  

                   講 師 淑徳大学 学長 山口 光治 氏 
 
（４） 閉  会  （15：20）  

 
 



 

 

■交通案内 

 

 

千葉市民会館（大ホール） 

 

所 在 地  〒２６０－００１７ 千葉市中央区要町１－１ 

電話番号  ０４３－２２４－２４３１ 

アクセス  ＜電 車＞ ＪＲ「千 葉 駅」より徒歩約７分 

ＪＲ「東千葉駅」より徒歩約３分 

 
  ※恐れ入りますが、来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

会場隣接の有料駐車場収容台数は約４０台で、全員の駐車は不可能です。 

（予約制度なし。） 

やむを得ず自家用車等で来場する場合は、各自駐車場のお探しください 

ますようお願いいたします。 

 


